
○
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

目
次 第

一
章 
（
略
） 

第
二
章 
（
略
） 

第
三
章 

（
略
） 

第
四
章 

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設

備
の
条
件 

第
一
節
～
第
四
節
の
二
十
一 

（
略
） 

第
四
節
の
二
十
一
の
二 
海
上
に
お
い
て
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
携
帯
移
動
地
球

局
（
本
邦
の
排
他
的
経
済
水
域
を
越
え
て
航

海
を
行
う
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二

十
四
の
二
） 

第
四
節
の
二
十
一
の
三 

回
転
翼
航
空
機
に
搭
載
し
て
電
気
通
信
業

務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
携

帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条

の
二
十
四
の
三
） 

（
略
） 

 

目
次 第

一
章 

（
略
） 

第
二
章 

（
略
） 

第
三
章 

（
略
） 

第
四
章 

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設

備
の
条
件 

第
一
節
～
第
四
節
の
二
十
一 

（
略
） 

第
四
節
の
二
十
一
の
二 

海
上
に
お
い
て
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
携
帯
移
動
地
球

局
（
本
邦
の
排
他
的
経
済
水
域
を
越
え
て
航

海
を
行
う
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二

十
四
の
二
） 

    

（
略
） 

 

第
四
章 

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無

線
設
備
の
条
件 

第
四
節
の
二
十
一
の
二 

海
上
に
お
い
て
電
気
通
信
業
務
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
携

帯
移
動
地
球
局
（
本
邦
の
排
他
的
経

済
水
域
を
越
え
て
航
海
を
行
う
船
舶

に

お

い

て

使

用

す

る

も

の

に

限

る
。
）
の
無
線
設
備 

第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
二 

（
略
） 

 

第
四
節
の
二
十
一
の
三 

回
転
翼
航
空
機
に
搭
載
し
て
電
気
通

信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

第
四
章 

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無

線
設
備
の
条
件 

第
四
節
の
二
十
一
の
二 

海
上
に
お
い
て
電
気
通
信
業
務
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
携

帯
移
動
地
球
局
（
本
邦
の
排
他
的
経

済
水
域
を
越
え
て
航
海
を
行
う
船
舶

に

お

い

て

使

用

す

る

も

の

に

限

る
。
）
の
無
線
設
備 

第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
二 

（
略
） 

   



開
設
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線

設
備 

 

第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
三 

回
転
翼
航
空
機
に
搭
載
し
て
電
気
通
信
業

務
を

行
う

こ

と

を

目

的
と

し
て

開
設
す
る

携

帯

移

動

地

球

局
で

あ
つ

て
、
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
（
当
該
携
帯
移
動
地
球
局
の
制
御
を
行
う

携
帯
基
地
地
球
局
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の

制
御
を
受
け
て
携
帯
基
地
地
球
局
又
は
携
帯
移
動
地
球
局
と
通
信
を
行

う
も
の
で

、
一
四
・
〇

GHz
を
超
え
一
四
・
四

GHz
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
送
信
す
る
も
の
の
無
線
設
備
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

一
般
的
条
件 

 

イ 

空
中
線
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
人
工
衛
星
局
の
み
を
自
動

的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該

人
工
衛
星
局
を
自
動
的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
つ
た
場
合
は
、
直
ち
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す

る
こ
と
。 

ロ 

制
御
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
を
受
信
し
た
場

合
に
限
り
、
送
信
を
開
始
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。 

ハ 

周
波
数
及
び
輻
射
す
る
電
力
は
、
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
が
送

信
す
る
制
御
信
号
に
よ
つ
て
自
動
的
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

ニ 

自
局
の
障
害
を
検
出
す
る
機
能
を
有
し
、
障
害
を
検
出
し
た
と

き
及
び
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
信
号
を
正
常
に
受
信

で
き
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を

有
す
る
こ
と
。 

ホ 

自
機
の
回
転
翼
に
電
波
が
輻
射
し
な
い
よ
う
、
回
転
翼
の
回
転

に
連
動
し
て
電
波
の
発
射
を
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。 

ヘ 

自
機
の
機
体
に
電
波
が
輻
射
し
な
い
よ
う
、
自
動
的
に
電
波
の

発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。 

二 

送
信
装
置
の
条
件 

 

イ 

変
調
方
式
は
、
デ
ジ
タ
ル
変
調
方
式
で
あ
る
こ
と
。 

                                 



ロ 

送
信

空
中

線
か
ら
輻

射
さ

れ
る

四
〇

kHz
帯
域

当
た
り
の

電
力

は
、
追
尾
誤
差
を
考
慮
し
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

主

輻

射

の

方

向

か

ら

の

離

角
（
θ
） 

最
大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を

〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
） 

二
・
五
度
以
上
七
度
未
満 

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下 

3
3
 
-
 
2
5
 
l
o
g

1
0 θ

デ
シ

ベ
ル

 

七
度
以
上
九
・
二
度
未
満 

一
二
デ
シ
ベ
ル
以
下 

九

・

二

度

以

上

四

八

度

未

満 

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下 

3
6
 
-
 
2
5
 
l
o
g

1
0 θ

デ
シ

ベ
ル

 

四

八

度

以

上

一

八

〇

度

以

下 
（
－
）
六
デ
シ
ベ
ル
以
下 

  

 

 

（
略
） 

 

（
略
） 

 
 

 


